○福祉・介護人材の処遇改善事業におけるキャリアパス要件等の導入に伴うシステム

　Ｑ＆Ａ

（答）平成２２年１０月以降のサービス提供体制においてキャリアパス要件等を満たす事業所については、必ず都道府県に届出を行う必要がある。項番１０３「処遇改善助成金キャリアパス区分」については、この届出内容により以下のように設定する。なお、平成２２年１０月サービス提供分から適用する場合は、異動年月日を平成２２年１０月１日で設定する。
①キャリアパス要件等をすべて満たす事業所

　　事業所異動連絡票情報の項番１０３「処遇改善助成金キャリアパス区分」に
　　「１：減算なし」を設定する。
②キャリアパス要件等２つともを満たさない事業所及びキャリアパス要件等に係る　　　　　

　届出を行わなかった事業所

　　事業所異動連絡票情報の項番１０３「処遇改善助成金キャリアパス区分」に
　　「２：20％減算（キャリアパス要件、定量的要件）」を設定する。
③「キャリアパス要件」を満たしていない事業所

　　事業所異動連絡票情報の項番１０３「処遇改善助成金キャリアパス区分」に
　　「３：10％減算（キャリアパス要件）」を設定する。

④「定量的要件」を満たしていない事業所

　　事業所異動連絡票情報の項番１０３「処遇改善助成金キャリアパス区分」に
　　「４：10％減算（定量的要件）」を設定する。

　なお、平成２２年９月以前のインタフェース仕様書では、事業所異動連絡票情報の項番１０３については「１：非該当」「２：該当」となっており、脚注※１５に【「処遇改善助成金交付の有無」が「２：有り」の場合「２：該当」を設定する。それ以外の値が設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。」】とあることから、平成２２年９月以前に助成金の交付を受けていた事業所は、同項目に初期値として「２：20％減算（キャリアパス要件、定量的要件）」が設定されていることとなる。
　このため、都道府県は、届出があった事業所がキャリアパス要件等を１つ以上満たしている場合は、事業所異動連絡票情報の項番１０３に「１：減算なし」「３：10％減算（キャリアパス要件）」「４：10％減算（定量的要件）」のいずれかを設定し、国保連合会へ事業所異動連絡票情報を送信する必要がある。これを行わないと、キャリアパス要件等を満たしているにも関わらず、当該事業所はシステム上「２：20％減算（キャリアパス要件、定量的要件）」と判断されてしまうため、注意されたい。



（問）福祉・介護人材の処遇改善事業におけるキャリアパス要件等の導入に伴い、国保連へ送付する事業所異動連絡票情報の項番１０３「処遇改善助成金キャリアパス区分」はどのように設定すればよいか。











